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２、この申し入れの団体交渉は 2025年 1月 10日までに開催すること。 

（回答）具体的な提起があれば、「労使間の取扱いに関する協約（令和6年10月1日締結）」に則り取り扱っているところである。 

１、「首都圏本部におけるワンマン運転の実施について」に関わる詳細提案を東京地本へ実施すること。 

（回答）提案については、会社が必要と判断した場合において実施することとなる。なお、2023 年 11 月に常磐緩行線  

ワンマン運転開始に関わる提案を実施し、2024年 12月に 2025年3月ダイヤ改正等についての提案において

実施時期等を示しており、改めて提案を実施する考えはない。また、具体的な提起があれば、「労使間の取扱いに 

関する協約（令和 6年 10月 1日締結）」に則り取り扱う考えである。 

全系統・全職場に関わる問題！ 

交渉速報（ダイジェスト版） 

1月 10日開催 東地申第 20号 
労使慣行に則り「首都圏本部におけるワン

マン運転の実施」施策について詳細提案の

実施を求める緊急申し入れ 

https://qr.quel.jp/om/8ipqvi
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1 月 10 日開催 東地申第 20 号 労使慣行に則り「首都圏本部におけるワンマン運転の実施」  

施策について詳細提案の実施を求める緊急申し入れ 団体交渉を行う。 

https://qr.quel.jp/om/8ipqvi

